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「就職」は、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等、生きていく上で極めて重要な

意義をもっているものであり、人生を左右しかねない重大な決定にかかわるものです。わが国の憲法において

「職業選択の自由」を基本的人権の一つとしてすべての国民にこれを保障しているのも、このような趣旨に基づ

くものです。　

一方、雇用主にも、採用方針・採用基準・採否の決定など、「採用の自由」が認められています。しかし、「採用の自

由」は、応募者の基本的人権を侵してまで認められているわけではありません。労働者の採用選考に当たっては、

何よりも『人を人としてみる』人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重することが重要です。

「職業選択の自由」は、国民がどんな職業でも自由に選べるということですが、不合理な理由で就職の機会が制

限されている状況だと、その精神を実現することはできません。つまり「職業選択の自由」の精神を実現するため

には、不合理な理由で就職の機会が制限されないということ、すなわち「就職の機会均等」が成立しなければなり

ませんが、それを実現するためには、雇用する側が応募者に広く門戸を開いた上で、差別のない合理的な基準に

よる採用選考を行っていただくことが不可欠になってきます。　

差別のない合理的な基準による採用選考とは、人種・信条・性別・社会的身分又は門地などではなく、本人の適

性と能力のみを基準として採用選考を行うことにほかなりません。　

以上のことから、雇用主は、応募者に広く門戸を開いた上で、本人の適性と能力のみを基準とした『公正な採用

選考』を行うことが求められているということがいえます。

本人の適性と能力のみを基準とした『公正な採用選考』を行うためには、本籍地や家族の職業などの本人に責

任のない事項や、宗教や支持政党などの本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)など、本人が職務を

遂行できるかどうかに関係のない事項を採用基準としないのは当然のことですが、それらの事項を応募用紙や

面接などによって把握すること自体が、就職差別につながるおそれがあるということを十分認識する必要があ

ります。

それらの事項は、採用基準としないつもりであっても、把握すれば結果としてどうしても採否決定に影響を与

えることとなりますし、また、それらの事項を尋ねられたくない応募者に対して精神的な圧迫や苦痛を与えた

り、そのために本人が面接で実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することにも

なりかねないからです。

厚生労働省は、これまでも、就職と教育の機会均等を完全に保障することが同和問題などの人権問題の中心的

課題であるとの認識に立って、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考が実施されるようにするための

諸施策を積極的に実施し、雇用主の皆様方に御理解と御努力をお願いして参りましたが、今般、雇用主の皆様に

公正な採用選考の基本的な考え方を再確認いただき、さらなる取り組みを行う際に活用できる資料として、本冊

子を作成しました。

雇用主の皆様におかれましては、就職の機会均等の確保を図る当事者として、同和関係者、女性、障害者、在日外

国人、LGBTなどの立場や人権問題全般に対する正しい理解と認識を深めていただきながら、これらの啓発資料を

有効に御活用いただくことにより、公正な採用選考の実施に向けたさらなる取り組みをお願い申し上げます。
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◆『公正な採用選考』を行うには、まず、「応募者に広く門戸を開くこと」が求められます。

◆ごく限られた人にしか門戸が開かれていないようだと、「就職の機会均等」を実現することはできませんので、求人
条件に合致する全ての人が応募できるようにすることが大切です。

◆適性・能力に関係のない事項は、それを採用基準としないつもりでも、
応募用紙に記載させたり面接時に尋ねたりすれば、その内容は結果と
してどうしても採否決定に影響を与えることとなり、就職差別につなが
るおそれがあります。

◆応募者にとってみれば、採用側が採用基準としないつもりの事項であっ
ても、尋ねられればそれが採用選考の基準にされていると解釈してしま
います。

　また、それらの事項を尋ねられたくない応募者にとってみれば、尋ねられることによって精神的な圧迫や苦痛を受け
たり、その心理的打撃が影響して面接において実力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排
除することになりかねません。

◆なお、求職者の個人情報を保護する観点から、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などについては、
原則として収集が認められません。

（→P39 Ⅶ「求職者等の個人情報の取扱い」参照）
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［適性・能力に関係のない事項とは］

◆労働者に求められる適性と能力の内容は、職種の職務内容によって異な
ります。

◆そのため、応募者からどんな事項を把握することが適当か、あるいは適
当でないかは、一概に断じられるものではなく、職務内容に応じて、把握
することが真に合理的であるかどうかという観点で判断しなければなら
ないものといえます。

◆しかしながら、少なくとも、「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）」は、
本人の適性・能力に関係のない事項であると考えられます。

◆このため、これらの事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時において尋ねる、作文を課すなどに
よって把握することは、就職差別につながるおそれがあります。

◆「戸籍謄（抄）本」や「現住所の略図等」を提出させることは、これらの事項を把握することになります。

次の①～⑪の事項を、エントリーシート・応募用紙に記載させる、面接時において尋ね
る、作文を課すなどによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別につなが
るおそれがあります。

本人に責任のない事項の把握

① 「本籍・出生地」に関すること
② 「家族」に関すること（職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など）
③ 「住宅状況」に関すること（間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など）
④ 「生活環境・家庭環境など」に関すること

本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）の把握

⑤ 「宗教」に関すること
⑥ 「支持政党」に関すること
⑦ 「人生観・生活信条など」に関すること
⑧ 「尊敬する人物」に関すること
⑨ 「思想」に関すること
⑩ 「労働組合（加入状況や活動歴など）」、「学生運動などの社会運動」に関すること
⑪ 「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

採用選考の方法

⑫ 「身元調査など」の実施
⑬ 「全国高等学校統一応募用紙・JIS規格の履歴書（様式例）に基づかない事項を含んだ
   応募書類（社用紙）」の使用
⑭ 「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

（注1）「戸籍謄（抄）本」や本籍が記載された「住民票（写し）」を提出させることは、①の事項の把握に該当することになります。
（注2）「現住所の略図等」を提出させることは、③④などの事項を把握したり、⑫の「身元調査」につながる可能性があります。
（注3）⑭は、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」を提出させることを意味します。内訳

家族
その他

思想

1,134 件 47.7%
32.2%

11.2%
8.9%

住宅状況
生活環境

平成28年度に
ハローワークが把握した
就職差別につながるおそれがある事象
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「採用選考時に配慮すべき事項」
（就職差別につながるおそれがある14事項）の考え方

❶本籍／（注1）戸籍謄（抄）本・住民票（写し）

人を雇う際に「戸籍謄（抄）本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、我が国の資本主義発達段階の初期

において、身元を確認するための手段として生まれたものだと言われています。その後、この習慣は踏襲され続け、今と

なっては何のためにこれを求めるのか明確でないのに従来からの慣行として事務的に求めている場合があります。

しかしながら、この本籍・戸籍謄（抄）本というものは、同和関係者であることなどを理由とした差別に用いられたり偏

見を招くおそれのあるものであるということや、それが把握されることによって多くの人々を不安にさせているという

ことについて、深く認識する必要があります。「本籍によって差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に

戸籍謄（抄）本の提出を求めた」ではすまされないことについてご理解ください。本籍が記載された「住民票（写し）」も、考

え方は「戸籍謄（抄）本」と同様です。

また、外国人（在日韓国・朝鮮人を含む）の場合、採用選考段階において、応募者から「在留カード」や「特別永住者証明書」

などを提示させることは、国籍など適性と能力に関係のない事項を把握することにより、採否決定に偏見が入り込んだ

り、応募機会が不当に失われたりするおそれがあります。就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、

採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が必要です。

※　特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の対象にはなりません。

　　なお、応募用紙の「本籍」欄については、「（中卒用）職業相談票（乙）」「全国高等学校統一応募用紙」は平成8年4月よ

　　り、また「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」は平成10年7月より削除されています。

❷家族に関すること

「家族」の職業（有無・職種・勤務先など）・続柄（家族構成を含む）・健康・病歴（遺伝性疾患の家系であるか等）・地位・学歴・

収入・資産などを応募用紙や面接などで把握しようとする事例が見受けられますが、それらの事項は、本人の適性・能力に

関係のないことです。

そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事についているか、会社の中でどんな役職か、どれほ

どお金持ちかなどによって、本人の就職が左右されてよいはずがありません。また、親などの家族の状況から本人の適性・

能力などを推しはかろうとする考え方も、家柄を重んじるなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用した

ものということができます。

「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、答えやすい身近な話題として出しただけ

であり、何かを差別しようとするつもりはなかった」などという場合もあります。しかし、ひとたび尋ねて把握してしまえ

ば、それは知らないうちに偏見や予断を招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつも

りはなかったということでも、結果として、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあるの

です。

また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人に責任のないそれぞれの家族のさまざま

な事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋ねられたくないと思っていたならば、本人を傷つけた

り、動揺させて面接時に実力を発揮できなくさせ、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。

家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的に評価するためにあえて尋

ねないようにする考え方が必要です。

❸住宅状況・❹生活環境・家庭環境

　「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適正・能力に関係のない事項ですが、それらを把握すれば、そ

こから本人や家族の生活水準（収入水準・家柄など）を推測し、さらにそれに基づいて人物を評価しようとする考え方に結

びつくおそれがあります。

❺～本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）

「宗教」「支持政党」「人生観・生活信条など」「尊敬する人物」「思想」「労働組合（加入状況や活動歴など）」「学生運動などの

社会運動」「購読新聞・雑誌・愛読書」など、思想・信条にかかわることを採否の判断基準とすることは、憲法上の「思想の自

由（第19条）」「信教の自由（第20条）」などの精神に反することになります。思想・信条にかかわることは、憲法に保障され

た本来自由であるべき事項であり、それを採用選考に持ち込まないようにすることが必要です。

また、選挙権が18歳以上に引き下げられたことから、高校生に対する採用面接の際、「選挙に行ったか？」、「高校生が有

権者として政治活動に参加することについて、どう思うか」等の質問が行われています。高校生に限らず、選挙での投票行

動等の政治的な活動に関する質問については、「思想・信条にかかわることの把握」につながる可能性が高く、就職差別に

つながるおそれがあります。

身元調査

企業が従業員の採用に当たって、応募者の本籍、生活状況、家族の状況などを調査することは、応募者の適性・能力に関

係のない事柄を把握してそれを採用基準とすることになり、その結果、本人の就職の機会が不当に閉ざされることになり

ます。

身元調査においては、居住地域等の生活環境等を実地に調べたり、近所や関係者への聞き込みや様々な書類・データを

収集することなどによって、本人やその家族に関する情報を広く集めることになりますが、その中で、意図しなくても、本

人の本籍・生活環境や家族の状況・資産などの本人に責任のないことや、思想信条にかかわることなど、本人の適性・能力

とは関係のない、差別の原因となるおそれのある事項が把握されることとなります。

また、身元調査によって収集される情報の中には、無責任な風評・予断・偏見が入り込んだ情報が含まれることがあり、

それによって採用が左右されるおそれがあります。

このようなことから、結果として身元調査は就職差別につながるおそれがあります。

社用紙→P19 Ⅵ-4「応募の受付け（応募書類・エントリーシート）」参照

雇用主が独自に作成した応募書類（「社用紙」）は、例えば本籍地や家庭状況を記入させるなど、就職差別につながるおそ

れのある事項が含まれている場合がみられます。

このため、新規中卒・高卒予定者の場合、就職差別につながるおそれのある事項が含まれない応募用紙としてそれぞれ

「職業相談票（乙）」「全国高等学校統一応募用紙」が全国統一的に定められていますので、それを使用し「社用紙」は使わな

いようにしてください。

また、新規大卒等予定者の場合は、厚生労働省が示す「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」に基づいた応募社

用紙（履歴書、自己紹介書）、または、「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」を使用するとともに、一般求職者の場合は「JIS 

規格の様式例に基づいた履歴書」を使用しましょう。

採用選考時の健康診断→P9「採用選考時の健康診断／健康診断書の提出」参照

（注2）現住所の略図等

「現住所（自宅付近）の略図等の提出」を求めることは、居住地域の状況などを把握したり「⑫身元調査」に利用される危

険性があります。通勤経路の把握などのために用いる場合は、入社後において必要に応じて把握すれば足り、採用選考時

に把握する合理性はありません。



「採用選考時に配慮すべき事項」
（就職差別につながるおそれがある14事項）の考え方

❶本籍／（注1）戸籍謄（抄）本・住民票（写し）

人を雇う際に「戸籍謄（抄）本の提出」を求めるなどによって「本籍」を調べる習慣は、我が国の資本主義発達段階の初期

において、身元を確認するための手段として生まれたものだと言われています。その後、この習慣は踏襲され続け、今と

なっては何のためにこれを求めるのか明確でないのに従来からの慣行として事務的に求めている場合があります。

しかしながら、この本籍・戸籍謄（抄）本というものは、同和関係者であることなどを理由とした差別に用いられたり偏

見を招くおそれのあるものであるということや、それが把握されることによって多くの人々を不安にさせているという

ことについて、深く認識する必要があります。「本籍によって差別するつもりはなく、特に必要性はないけれども事務的に

戸籍謄（抄）本の提出を求めた」ではすまされないことについてご理解ください。本籍が記載された「住民票（写し）」も、考

え方は「戸籍謄（抄）本」と同様です。

また、外国人（在日韓国・朝鮮人を含む）の場合、採用選考段階において、応募者から「在留カード」や「特別永住者証明書」

などを提示させることは、国籍など適性と能力に関係のない事項を把握することにより、採否決定に偏見が入り込んだ

り、応募機会が不当に失われたりするおそれがあります。就労資格の確認については、採用選考時は口頭による確認とし、

採用内定後に「在留カード」の提示を求めるという配慮が必要です。

※　特別永住者は就労活動に制限はなく、また、外国人雇用状況の届出の対象にはなりません。

　　なお、応募用紙の「本籍」欄については、「（中卒用）職業相談票（乙）」「全国高等学校統一応募用紙」は平成8年4月よ

　　り、また「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」は平成10年7月より削除されています。

❷家族に関すること

「家族」の職業（有無・職種・勤務先など）・続柄（家族構成を含む）・健康・病歴（遺伝性疾患の家系であるか等）・地位・学歴・

収入・資産などを応募用紙や面接などで把握しようとする事例が見受けられますが、それらの事項は、本人の適性・能力に

関係のないことです。

そもそも、両親のいる家庭であるかとか、親などの家族がどんな仕事についているか、会社の中でどんな役職か、どれほ

どお金持ちかなどによって、本人の就職が左右されてよいはずがありません。また、親などの家族の状況から本人の適性・

能力などを推しはかろうとする考え方も、家柄を重んじるなどの前近代的な因習に基づく多くの予断と偏見が作用した

ものということができます。

「面接において家族について尋ねたのは、応募者をリラックスさせるために、答えやすい身近な話題として出しただけ

であり、何かを差別しようとするつもりはなかった」などという場合もあります。しかし、ひとたび尋ねて把握してしまえ

ば、それは知らないうちに偏見や予断を招き、本人に対する評価・見方にフィルターがかかります。はじめは差別するつも

りはなかったということでも、結果として、把握したことが採否決定に影響を与え、就職差別につながるおそれがあるの

です。

また、家族について尋ねるということは、例えば家族の離死別・失業など、本人に責任のないそれぞれの家族のさまざま

な事情に立ち入ることにもなり、もし応募者がそれらの事情を尋ねられたくないと思っていたならば、本人を傷つけた

り、動揺させて面接時に実力を発揮できなくさせ、結果としてその人を排除してしまうことにもなりかねません。

家族に関することは、尋ねる必要がないばかりか、本人自身の適性と能力を公平かつ客観的に評価するためにあえて尋

ねないようにする考え方が必要です。

❸住宅状況・❹生活環境・家庭環境

　「住宅状況」「生活環境」「家庭環境」などは、そもそも本人の適正・能力に関係のない事項ですが、それらを把握すれば、そ

こから本人や家族の生活水準（収入水準・家柄など）を推測し、さらにそれに基づいて人物を評価しようとする考え方に結

びつくおそれがあります。

❺～本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）

「宗教」「支持政党」「人生観・生活信条など」「尊敬する人物」「思想」「労働組合（加入状況や活動歴など）」「学生運動などの

社会運動」「購読新聞・雑誌・愛読書」など、思想・信条にかかわることを採否の判断基準とすることは、憲法上の「思想の自

由（第19条）」「信教の自由（第20条）」などの精神に反することになります。思想・信条にかかわることは、憲法に保障され

た本来自由であるべき事項であり、それを採用選考に持ち込まないようにすることが必要です。

また、選挙権が18歳以上に引き下げられたことから、高校生に対する採用面接の際、「選挙に行ったか？」、「高校生が有

権者として政治活動に参加することについて、どう思うか」等の質問が行われています。高校生に限らず、選挙での投票行

動等の政治的な活動に関する質問については、「思想・信条にかかわることの把握」につながる可能性が高く、就職差別に

つながるおそれがあります。

身元調査

企業が従業員の採用に当たって、応募者の本籍、生活状況、家族の状況などを調査することは、応募者の適性・能力に関

係のない事柄を把握してそれを採用基準とすることになり、その結果、本人の就職の機会が不当に閉ざされることになり

ます。

身元調査においては、居住地域等の生活環境等を実地に調べたり、近所や関係者への聞き込みや様々な書類・データを

収集することなどによって、本人やその家族に関する情報を広く集めることになりますが、その中で、意図しなくても、本

人の本籍・生活環境や家族の状況・資産などの本人に責任のないことや、思想信条にかかわることなど、本人の適性・能力

とは関係のない、差別の原因となるおそれのある事項が把握されることとなります。

また、身元調査によって収集される情報の中には、無責任な風評・予断・偏見が入り込んだ情報が含まれることがあり、

それによって採用が左右されるおそれがあります。

このようなことから、結果として身元調査は就職差別につながるおそれがあります。

社用紙→P19 Ⅵ-4「応募の受付け（応募書類・エントリーシート）」参照

雇用主が独自に作成した応募書類（「社用紙」）は、例えば本籍地や家庭状況を記入させるなど、就職差別につながるおそ

れのある事項が含まれている場合がみられます。

このため、新規中卒・高卒予定者の場合、就職差別につながるおそれのある事項が含まれない応募用紙としてそれぞれ

「職業相談票（乙）」「全国高等学校統一応募用紙」が全国統一的に定められていますので、それを使用し「社用紙」は使わな

いようにしてください。

また、新規大卒等予定者の場合は、厚生労働省が示す「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考例」に基づいた応募社

用紙（履歴書、自己紹介書）、または、「JIS 規格の様式例に基づいた履歴書」を使用するとともに、一般求職者の場合は「JIS 

規格の様式例に基づいた履歴書」を使用しましょう。

採用選考時の健康診断→P9「採用選考時の健康診断／健康診断書の提出」参照

（注2）現住所の略図等

「現住所（自宅付近）の略図等の提出」を求めることは、居住地域の状況などを把握したり「⑫身元調査」に利用される危

険性があります。通勤経路の把握などのために用いる場合は、入社後において必要に応じて把握すれば足り、採用選考時

に把握する合理性はありません。



ウイルス性肝炎
ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機
能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はありません。肝炎ウイルスの持続感染者等に対する差別は、偏見を基礎
にしたものであるといえます。
したがって、採用選考時において、肝炎ウイルス検査（血液検査）を含む合理的必要性のない「健康診断」を実施することは、結果として肝炎ウイ
ルスの持続感染者等に対する就職差別につながるおそれがあります。

色覚多様性（色覚異常）について
色覚検査において異常と判別された方の大半は、支障なく業務を行うことが可能であることが明らかになってきております。しかしながら、この
ような方が業務に特別の支障がない場合であっても、事業主が採用を制限する事例も見受けられることから、労働安全衛生規則等の改正（平
成13年10月）により、「雇入時の健康診断」の項目としての色覚検査が廃止されました。
従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述するようにするととも
に、採用選考時において、色覚検査を含む「健康診断」を行うことについては、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につな
がらないよう注意してください。

遺伝子検査について
最近、医療機関において、がんや難病等の治療を目的とした遺伝子検査が行われています。また、医療機関を介さずに、唾液、爪、毛髪等から、
がん、高血圧病、糖尿病などの病気のなりやすさ、肥満やお酒の強さなどの体質等を検査する遺伝子関連サービスも広まりつつあります。
一方、これらの検査で判明した遺伝情報や家族歴（家族の病気に関する記録）等で就職を断られたり、就職希望先から提出を求められたりする
ケースが報告されています。
そもそも遺伝情報は両親から引き継いだもので本人が決めることのできないものです。さらに、病気のなりやすさなどの中には、遺伝要因だけ
ではなく生活習慣などの環境要因に大きく左右されるものもあります。
採用選考の際に、応募者の遺伝情報を利用することは、本人に責任のない事項を採否に影響させることになり、就職差別につながるおそれがあ
ります。したがって、採用選考の際に、遺伝情報を取得したり、利用したりしないでください。

近年、生涯でがんにかかる可能性は、国民の２人に１人と言われています。
一方、がんの早期発見と治療法の進歩とともに、がん患者・経験者の中にも長期生存し、社会で活躍している方もいます。
しかしながら、がん患者・経験者とその家族の中には、就労を含めた社会的な課題に直面している方も多くいます。
がんによる症状や経過は多様であることに加え、労働者の働き方も多様になっています。
がん患者・経験者とその家族という理由で不採用とするのではなく、ご本人の適性・能力を勘案しながら採用選考を行うようお願
いいたします。

がん等の長期にわたる治療を受けながら就職を希望される方（経験者やその家族を含む）の就職に
ご理解とご協力をお願いします。

この事業所では、新規高等学校卒業予定者の採用選考時に応募者全員に血液検査を実施していました。理由を聞いて
みると、高所の作業が多く貧血の人では危険なので必要だと判断したと回答しています。 

しかしながら、高所の作業は技術職の人に限られ、事務職の人は行わないことが判明しました。 
このケースでは少なくとも事務職の応募者には血液検査を実施する必要性は認められず、技術職の応募者に対しても、

適性・能力を判断する上で合理的かつ客観的にその必要性が認められる範囲内のものかどうかは疑問です。採用試験を
実施する時は、採用予定の職種ごとに、どの程度の能力や身体条件等が必要なのかをよく考える必要があります。 

この企業では、事前に応募者の健康状態を知り、採用後の配置について配慮するため既往歴（過去の病歴）を質問して
いました。

既往歴の確認については、
○過去の病歴が現在の業務を遂行する適性・能力の判断には通常結びつかないこと、
○完治により就労に問題がない場合でも病気等のもつ社会的なイメージにより不採用としてしまうおそれがあること、
○企業が適正配置というつもりで確認していても、応募者、特に既往歴がある方からすると、そういった質問をされる
  ことにより不採用とされてしまうのではないかという不安を生じさせること、
等から就職差別につながるおそれがあります。



ウイルス性肝炎
ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機
能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はありません。肝炎ウイルスの持続感染者等に対する差別は、偏見を基礎
にしたものであるといえます。
したがって、採用選考時において、肝炎ウイルス検査（血液検査）を含む合理的必要性のない「健康診断」を実施することは、結果として肝炎ウイ
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遺伝子検査について
最近、医療機関において、がんや難病等の治療を目的とした遺伝子検査が行われています。また、医療機関を介さずに、唾液、爪、毛髪等から、
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一方、これらの検査で判明した遺伝情報や家族歴（家族の病気に関する記録）等で就職を断られたり、就職希望先から提出を求められたりする
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採用選考の際に、応募者の遺伝情報を利用することは、本人に責任のない事項を採否に影響させることになり、就職差別につながるおそれがあ
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がん等の長期にわたる治療を受けながら就職を希望される方（経験者やその家族を含む）の就職に
ご理解とご協力をお願いします。
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しかしながら、高所の作業は技術職の人に限られ、事務職の人は行わないことが判明しました。 
このケースでは少なくとも事務職の応募者には血液検査を実施する必要性は認められず、技術職の応募者に対しても、

適性・能力を判断する上で合理的かつ客観的にその必要性が認められる範囲内のものかどうかは疑問です。採用試験を
実施する時は、採用予定の職種ごとに、どの程度の能力や身体条件等が必要なのかをよく考える必要があります。 

この企業では、事前に応募者の健康状態を知り、採用後の配置について配慮するため既往歴（過去の病歴）を質問して
いました。

既往歴の確認については、
○過去の病歴が現在の業務を遂行する適性・能力の判断には通常結びつかないこと、
○完治により就労に問題がない場合でも病気等のもつ社会的なイメージにより不採用としてしまうおそれがあること、
○企業が適正配置というつもりで確認していても、応募者、特に既往歴がある方からすると、そういった質問をされる
  ことにより不採用とされてしまうのではないかという不安を生じさせること、
等から就職差別につながるおそれがあります。



　企業は、社会の一員として基本的人権を尊重した行動が求められますが、

近年は特に、CSR（社会的責任ある活動）の観点からも、

「人権尊重」や「差別撤廃」に対する取り組みが重要視されてきています。

■推進員選任事業所数
  （平成28年度末現在）

■100人規模以上の事業所における
　推進員設置率（平成28年度末現在）

97.0%16.9万
事業所

「公正採用選考人権啓発推進員」制度は、選任しただけ・研修会に出席しただけではなく、各事業所内で『公正な採用選考』の実現の
ための旗振り役となり、『公正な採用選考』が実際に実現できてこそ意義があります。

企業によっては、採用選考の具体的な方法を決めたり応募者と実際に面接したりするのは、企業トップクラスや「公正採用選考人権啓
発推進員」ではない担当者（支店・営業所などの出先を含む）である場合も多いですが、その場合、「公正採用選考人権啓発推進員」から
それらの企業トップクラスや担当者に対して『公正な採用選考』の考え方をいかに的確に伝えていくかが重要なポイントとなります。

労働分野における
主な人権問題

●労働関係法令の遵守（コンプライアンス）
●募集・採用又は採用後の労務管理における、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的
指向・性自認（LGBT等の性的マイノリティ）などによる差別的扱い

●募集・採用又は採用後の労務管理における、求職者・労働者の個人情報保護
●職場における差別的言動、いじめ、セクハラ、パワハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントなど
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●採用選考の担当者のうちの一人でも、就職差別につながるような不適切な対応を行えば、企業全体の社
会的な信頼を失いかねません。担当者全員が『公正な採用選考』の考え方を理解し、それを実行するよう
な社内体制（『公正採用選考システム』）を整えましょう。
●『公正な採用選考』のための社内体制は、責任の所在の明確化、マニュアルやガイドラインなどによる全
担当者への周知徹底、採用選考の方法や基準などに関する点検や修正のしくみなどに配慮して整備しま
しょう。
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①求人条件に合致する全ての人が応募できるように
◆ごく限られた人にしか門戸が開かれていないようであれば、「就職の機会
均等」を実現することはできませんので、求人条件に合致する全ての人が
応募できるようにすることが大切です。

②採用基準に適合した選考方法
◆選考方法には、学力試験、作文、適性検査、面接などいろいろありますが、
応募者が採用基準にどれだけ適合しているかを的確に評価できる選考方
法は何かをよく検討し、それをとるようにしましょう。

③適性・能力のみを評価する選考方法
◆<採用基準>が、本人の適性・能力のみを基準とした適切なものであったとしても、<選考方法>が適性・能力以外の要
素を把握するものであれば、把握された内容はどうしても採否決定に影響を与えることとなり、また、それらの事項
を尋ねられたくない応募者に心理的打撃を与えることになって、結果として就職差別につながるおそれがあります。

◆例えば、「身元調査」「戸籍謄（抄）本や現住所の略図等の提出」や、「合理的・客観的に必要のない採用選考時の
健康診断の実施（健康診断書の提出）」は、本人のもつ適性・能力以外の要素を把握することになり、就職差別に
つながるおそれがあります。

◆このため、応募者の適性・能力のみを評価する選考方法をとるようにしましょう。

④応募者を客観的に評価する公平な選考方法
◆応募者の適性・能力が的確に評価されず、本来採用されるべき適性・能力が高い応募者が不採用となってしまえ
ば、応募者にとって不公平であるばかりか、企業にとっても社業の発展に役立つ優秀な社員の採用機会を失った
という意味で損失となります。

◆このため、選考方法は応募者の適性・能力を客観的に評価する公平なものである必要があります。

◆応募者の適性・能力を客観的に評価するための方法として、複数の選考方法を組み合わせたり、面接において、あ
らかじめ決めた評価基準に基づいて複数の担当者で評価するなどの方法を工夫しましょう。

身元調査は、居住地域等の生活環境等を実地に調べたり、近所や関係者への聞き込みや様々な書類・データを収集することなどに
よって、本人やその家族に関する情報を広く集めることになりますが、その中で、仮に意図しなくても、本人の本籍・生活環境や家族の状
況・資産などの本人に責任のないことや、思想・信条にかかわることなど、本人の適性・能力とは関係のない、差別の原因となるおそれの
ある事項が把握されることとなります。
また、身元調査によって収集される情報の中には、無責任な風評・予断・偏見が入り込んだ情報が含まれることがあり、それが採用を左

右するおそれがあります。
このようなことから、結果として身元調査は就職差別につながるおそれがあります。
現に、これまでも身元調査による差別事象が発生しております。
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求人条件に求められること

●求人内容のうち「②労働条件」については、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守したものである必要があるとともに、職業

安定法第5条の3により明示する義務が課せられています。実際の労働条件との相違のない内容を明示する必要があります。

●また、求人内容のうち「③応募条件」についても、求職者に対して誤解を与えないように表示することが求められます。

※応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力のみを基準として採用選考を行う「公正採用選考」の考え方と、法律等で禁止・求めら

れている事項に注意しながら、特定の人が一律に排除されていないか採用基準をもう一度見直しましょう。

※職業安定法の改正により、同法第5条の3に基づく労働条件明示の義務が強化されています（平成30年1月1日施行）。

　詳細は、厚生労働省HPに掲載されているリーフレット「労働者の募集を行う企業の皆様へ」をご覧ください。

平成29年職業安定法改正
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（3）適正な応募用紙 

◆応募用紙については、適性・能力のみを基準とした採用選考を行うため
のものとして、次のように定められていたり推奨されております。

①新規中学校卒業予定者
　新規中学校卒業予定者については、全国的に定められた「職業相談票
（乙）」を使用します。　

  この書類は、単に採用選考時における資料だけではなく、採用後の教育
訓練など本人の可能性を伸ばすための学校からの教育引継書ともなる
資料です。

②新規高等学校卒業予定者
　新規高等学校卒業予定者については、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会が協議して定めた「全国高

等学校統一用紙」（近畿地方においては「近畿高等学校統一用紙」）を使用し、雇用主が独自に作成する応募書類
（社用紙）は使わないようにしてください。

◆なお新規高等学校卒業予定者等については、学校教育を充実し、就職希望者の適正な職業選択を確保するとともに
求人秩序の確立を図るため、就職に係る採用選考開始期日等が定められていますので、これを遵守しましょう。

　（→P22 参照）

③新規大学等卒業予定者
　専修学校、高等専門学校、短期大学、大学の新規卒業予定者については、統一的な応募様式は定められていません

が、厚生労働省では、就職差別につながるおそれのある事項を除いた「新規大学等卒業予定者用標準的事項の参考
例」を示していますので、これに基づいた応募社用紙（履歴書、自己紹介書）、または、「JIS規格の様式例に基づいた
履歴書」を使用しましょう。

　雇用主が独自で応募書類やエントリーシートを作成する場合は、就職差別につながるおそれのある事項（→P6 ①～⑪
など参照）を含めないよう留意しましょう。

④一般求職者
　新規学校卒業予定者以外の応募者については、「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」を使用しましょう。
　職業訓練校修了予定者については、その職業訓練校において定められた応募書類がある場合、その書類を使用し、
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　なお、ジョブ・カードを活用することで、応募者の仕事に対する意欲や雇用主が求める職業能力を持っているか判断

する際の参考となりますので、応募書類としてのジョブ・カードの活用もご検討ください。
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この事業所では、エントリーシート（インターネット上の応募用入力画面）において、「スリーサイズ」「血液型・生年月日に
よる星座」の記入欄を設定していました。
女性の「スリーサイズ」を把握することはセクシュアルハラスメントにもかかわる差別的評価につながります。制服のサイ

ズを把握する必要があるというのであれば、採用内定後に希望する既成服サイズを申告させれば足ります。
また、「血液型や生年月日による星座」は本人に責任のない生まれもった事項であり、それを把握し「特定の個人」の適

性・能力を固定化して見ることになれば、正当な評価を受けられないことになるほか、これらについて把握されることを心
理的負担と感じる応募者を生むおそれがあります。

この事業所では、パートタイマーの求人募集を行う際、「家族の勤務する企業名」「現住所の略図」等の項目が含まれる
雇用主の独自作成履歴書を、新聞折り込み広告の裏面に印刷していました。
「家族の勤務する企業名」「現住所の略図」等は本人の適性・能力に関係がないだけでなく、「現住所の略図」等は「身元
調査」につながる可能性をはらんでいるものです。雇用主は、パートタイマーの募集であるからと気軽に考え、思いつきで
履歴書を作成したようです。
『公正な採用選考』の考え方は、労働者の勤務形態などにかかわらないものです。　
既卒者を募集する場合、本人の適性・能力に関係ない事項を除いた「ＪＩＳ規格の様式例に基づいた履歴書」を使用す

るようにしましょう。
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●学力試験・作文を行う場合、応募者が、求人職種の職務遂行上必要な適性・能力（知識）をもっている

かどうかを判断するための方法として適当かどうか検討しましょう。

●作文を書かせる場合は、「私の家族」「私の生いたち」等本人の家庭環境にかかるものや、思想・信条

を推測させるものをテーマとしないようにしましょう。
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◆採用選考の中で面接は重要な比重を占めており、面接だけで採否を決定す
る場合も多いようです。

◆面接の目的は、

①第1に、応募者の志望動機や要望、企業の採用条件・労働条件など、お互
いの意思疎通を図る情報交換の場です。

②第2に、会話の中から質問の意図や内容をとらえる理解力・判断力、あるい
は、自分の伝えたいことを分かりやすく伝える表現力など、応募書類や学力試験などでは分からない適性・能力を判定す
る場です。

③第3に、応募書類や学力試験などによって得られた情報を確認しつつ、応募者の受け答え、反応の仕方なども考慮
して、あらかじめ定められた一定の基準にしたがって、応募者の適性と能力を総合的に評価する、いわば採用選考
の集大成の場です。
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この会社では、待合室で面接試験を待っている応募者に対して、面接担当者ではない社員の1人が応募者をリラックス
させるため、身近な話題を話しかけました。話が進むにつれ応募者の家族の話になり、母子家庭だったことからその生い
立ちなど、聞かれたくないことを質問されました。
その後、本人は、待合室での出来事が気になってしまい面接の場において集中出来ず、自分の力を発揮することが出来
ませんでした。
募集する側は、面接試験だけを気をつけておけばよいというわけではなく、試験前や試験後の応募者との会話において
も不適切な質問をしないよう気をつける必要があります。また、面接担当者のみならず、応募者に接触する社員について
も認識すべきものです。家庭環境等に関する質問は、応募者を傷つけ、そのため受けた心理的打撃が面接時の質問の受
け答えにも大きく影響し、不採用に追い込まれる場合もあります。

［ 同和問題とは ］
昭和40年8月11日、同和対策審議会が内閣総理大臣に対して行った「同和地区に関する社会的及び経済的諸問

題を解決するための基本的方策」についての答申では、「いわゆる同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程に
おいて形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状
態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人に
も保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題であ
る。」と述ベられています。

［同和問題解決への取組み］
こうした同和問題の解決を図るため、国は、地方公共団体とともに、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づ

き、地域改善の特別対策を行ってきました。その取組みについて、平成8年5月17日、地域改善対策協議会会長が
内閣総理大臣と関係各大臣に対して行った「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方につい
て」の意見具申では、「生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備がおおむね完了するなど着実に成果をあ
げ、様々な面で存在していた較差は大きく改善された」とする一方、教育の問題、不安定就労の問題、産業面の問題
など較差がなお存在している分野がみられることや、「差別意識は着実に解消へ向けて進んでいるものの結婚問題
を中心に依然として根深く存在している」ことなどが指摘されました。

［公正採用選考システムの確立に向けた厚生労働省の取組み］
また、意見具申では「差別意識の解消を図るに当たっては、これまでの同和教育や啓発活動の中で積み上げられ

てきた成果とこれまでの手法への評価を踏まえ、すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育、人権啓
発として発展的に再構築すべきと考えられる。その中で同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、この問題に固
有の経緯等を十分に認識しつつ、国際的な潮流とその取組みを踏まえて積極的に推進すべきである」と述べていま
す。
厚生労働省では、従来、事業所に対し同和関係者の就職の機会均等を図るなどの観点から、本籍、家庭環境、親

の職業など、就職差別につながるおそれのある事項の把握を排除し、応募者の適性・能力に基づく公正な採用選考
システムを確立するよう啓発指導を行ってきましたが、この意見具申等を踏まえ、平成9年度から人権教育、人権啓
発の事業に再構成して実施しています。

［同和問題に係る差別の解消に向けて］
平成14年3月には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき策定された基本計画において、厚生

労働省は「雇用主に対して就職の機会均等を確保するための公正な採用選考システムの確立が図られるよう指
導・啓発を行う」こととされました。
一方、近年、同和問題を巡っては、情報化の進展に伴ってその差別に関する状況や態様に変化が生じていること

を踏まえ、平成28年12月に、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とした
「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行されました。
雇用主の皆様には、改めてこうした経緯等をご理解いただき、採用選考に当たっては本籍・出生地など本人に責

任のない事項を把握しないことや身元調査を実施しないことなど、同和問題に係る差別の解消に向けた公正な採
用選考の実施に一層の取組みをお願いします。
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入社承諾書について

採用（内定）者に対して採用（内定）通知を交付し、「入社承諾書」などを求める場合、一方的に企業側だけに都合のよい、合理
的でない取消条件・留保条件をつけることのないようにすることが求められます。

個人情報の取扱い

【応募者から提出された応募書類の取扱い】
　応募者は、履歴書などの応募用紙に記載された個人情報がどのように取り扱われるのかとても心配なものであり、特に不採
用者や応募辞退者の場合は、できれば返却して欲しいと考える人が多いようです。
　万が一、それが不正な目的で使用されたり、漏えいされたり、第三者が入手したりすれば、本人が大きく傷つけられるばかり
でなく、企業も社会的な信頼を失いかねません。
　職業安定法第5条の4に基づく指針（平成11年労働省告示第141号）第4の2（1）二においては、労働者の募集を行う者等は、
収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置を講ずるとともに、応募者からの求め
に応じその措置の内容を説明しなければならないこととされております。
　このため、応募者から提出された応募書類の取扱い方（返却や破棄など）については、あらかじめ企業としての対応方法を定
め、それを応募者に周知するとともに確実に実行することが必要です。

◆面接や学力試験・作文・適性検査などの選考手続が終わると、
応募書類の内容を含めて、応募者について得られた様々な情
報を総合的に評価して、応募者を採用するか否かに関する最終
判断を行うことになります。

◆この際、応募者について得られた様々な情報のうち、適性・能力
のみに着目し、本人が求人職種の職務を遂行するために必要
となる適性・能力を有しているかどうかという観点で、あらかじ
め定められた基準にしたがって総合的に評価することが必要
です。

◆応募者は、採否通知があるまで大変不安な状態で待っておりますし、他の企業への応募を差し控えている場合もあ
りますので、採否の決定（内定）は速やかに本人に通知します。

◆特に不採用とする場合は、応募者の立場に十分配慮をして通知するようにしましょう。

【採用内定者の個人情報の把握】
採用内定後において、単に従来からの慣行であるなどの理由で、採用内定者の個人情報にかかわる各種書類を必要性にか

かわらず画一的に提出させる事例が見受けられます。
確かに、従業員の居住場所や緊急連絡先の確認、社会保険・税金などの手続き、通勤手当・家族手当・扶養手当・慶弔金など

の支給条件の確認など、本人や家族の住所等を確認したり、その関係書類を提出させることに、雇用管理上の合理的な必要性
が認められる場合もあると思われますが、「戸籍謄（抄）本」を求めて本籍を把握することなどについては、通常、合理的な必要
性があるとは考えられません。労働基準法施行規則第53条第1項に規定される労働者名簿の記入事項についても、「本籍」が
削除されております（平成9年4月1日より）。

把握することに合理性が認められる情報を把握する場合であっても、例えば、本籍欄を含む「住民票」ではなくて「住民票記
載事項証明書」（注）などを提出させることで足りるものと考えられますし、それも入社時に一律に提出させるのではなく、必要
となった場合に本人の同意を得て提出させ、必要な内容の確認後は本人に返却するなどの配慮を行うことが望ましいと考えら
れます。

個人情報保護法（平成15年5月施行）においても、個人情報の適切な取扱いが求められているところであり、その観点から
も、採用内定者の個人情報を、雇用管理のために必要な範囲を超えて把握収集したり保管などをしないようにすることが求め
られます。

（注）「住民票記載事項証明書」とは、本人等の請求に基づき、氏名・住所・生年月日などの所定事項が住民票に記載されてい 
      ることを、市・区役所や町村役場が証明する書類。請求人が作成した書面に役所・役場が証明をする場合と、役所・役場
      側が定めた様式の証明書が発行される場合がある。

○社会保障・税に関する手続書類の作成事務が発生した時点が原則です。
○契約を締結した時点等のその事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されています。
＊例えば、給与所得の源泉徴収票等の作成事務の場合は、
雇用契約の締結時点で事業主から従業員にマイナンバーの提供を求めることも可能であると
解されています。
＊雇用契約を締結する前（採用面接時等）に事業主から採用選考対象者等にマイナンバーの提供を
求めることはできません。
＊いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから、一律に取り扱うことは
できませんが、例えば「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合（正式な内定通知がなされ、入
社に関する誓約書を提出した場合等）には、その時点でマイナンバーの提供を求めることができると解さ
れています。
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　労働者の募集を行う者や求人者は、募集や求人の方法（自社のホームページの利用、求人サイトの利
用、ハローワーク等への求人申込み等）を問わず、法及び指針を遵守して行わなければいけません。
　しかしながら、就職差別を未然に防止し、公正な採用選考を図るためには、この規定、指針だけを遵守
すればよいというものではありません。
　本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項等本人の適性・能力以外のことを採用基準にする
こと、不適正な募集・応募書類の使用、身元調査等は就職差別につながるおそれがあるということを十
分認識いただき、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られるよう、さらに積極的な取り組みを
お願いします。

●違反行為をした場合は、職業安定法に基づく行政指導や改善命令等の対象となる場合があります。
●改善命令に違反した場合は、罰則（6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金）が科せられる場合もあります。

（注）「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者や求人者も含まれます。
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● 人権に対する考え方をまとめた方針でLGBTの差別を禁止し公表
● 性別記入欄を設けないエントリーシートを設定　など
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

【募集・採用における年齢制限の禁止】

労働者の募集・採用において年齢によって差別することは、雇用対策法第10条で一部の例外を除き禁止されています。
このため、厚生労働省令で定められた例外事由（合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合）に該当する

ものでなければ年齢制限はできません。
また、例外的に年齢の上限（65歳未満に限る）を設ける場合には、その理由を書面や電子媒体により求職者などに提示す

ることが義務づけられています（高年齢者雇用安定法第20条第1項）。

　　 （目的）
第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生

じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されな
いものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を
定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差
別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

  （基本理念）
第二条　部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され

るものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることによ
り、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

部落差別の解消の推進に関する法律（平成 28年法律第 109 号）（抄）
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●募集情報提供事業者は、募集に関する情報を提供するに当たって、次に掲げる事項に留意すること。

（一）青少年が適切に職業選択を行うことができるよう、就職支援サイトで提供する情報は分かりやすいものとすること、
　　提供する情報の量を適正なものとすること、青少年の主体性を尊重したサービスの提供を行うことなどについて
　　配慮すること。
（二）相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者となろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体
　　制の整備及び改善向上に努めること。
（三）学生、生徒などを対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を行うこと。
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　　配慮すること。
（二）相談窓口の明確化等、当該事業に係る労働者となろうとする青少年からの苦情を迅速、適切に処理するための体
　　制の整備及び改善向上に努めること。
（三）学生、生徒などを対象とした事業を行うときは、学業への影響を考慮した適正な事業運営を行うこと。
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